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キ
ー
ワ
ー
ド　

西
周
金
文　

方
鼎　

昭
王
南
征　

在
曾
鄂
師

器
銘　

靜
方
鼎
・
饕
餮
文
方
鼎
（
①
出
光
美
術
館
）・
靜
鼎
（
新
収
）

時
代　

西
周
早
期
（
近
出
・
新
収
）・
西
周
早
期
後
段
（
銘
圖
）・
昭
王
期
（『
夏

商
周
斷
代
工
程
報
告
集
』
他
）

出
土　

不
明

收
藏　

出
光
美
術
館
（
日
本
）

著
録

①
出
光
美
術
館

②
徐
天
進

近
出357

新
收1795

銘
圖02461

⑮
髙
澤
浩
一

考
釋

①
出
光
美
術
館
編
『
出
光
美
術
館
館
藏
名
品
選
』
第
三
集
（
一
九
九
六
年
四
月
刊
）

②
徐
天
進
「
日
本
出
光
美
術
館
收
藏
的
靜
方
鼎
」（『
文
物
』
一
九
九
八
年
第
五
期
）

③
張
懋
鎔
「
靜
方
鼎
小
考
」（『
文
物
』
一
九
九
八
年
第
五
期
）

④
王
占
奎
「
關
于
靜
方
鼎
的
幾
點
看
法
」（『
文
物
』
一
九
九
八
年
第
五
期
）

⑤
李
學
勤
「
靜
方
鼎
與
周
昭
王
暦
日
」（
朱
鳳
瀚
・
張
榮
明
編
『
西
周
諸
王
年
代

研
究
』
貴
州
人
民
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）

⑥
李
學
勤
「
靜
方
鼎
補
釋
」（
朱
鳳
瀚
・
張
榮
明
編
『
西
周
諸
王
年
代
研
究
』
貴

州
人
民
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）

⑦
李
仲
操
「
也
談
靜
方
鼎
銘
文
」（『
文
博
』
二
〇
〇
〇
年
第
五
期
）（
同
文
が
『
文

博
』
二
〇
〇
一
年
第
三
期
に
も
收
録
）

⑧
張
懋
鎔
「
靜
方
鼎
的
史
學
價
値
」（『
古
文
字
與
靑
銅
器
論
集
』
二
〇
〇
二
年
、

原
載
：
西
北
大
學
史
學
叢
刊
『
周
秦
漢
唐
文
明
國
際
學
術
檢
討
會
文
集
』
三
秦
出

版
社
、
二
〇
〇
一
年
）

⑨
王
輝
『
商
周
金
文
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）「
二
三
、
靜
方
鼎
」

金
文
通
解

靜
方
鼎

三　
　

輪　
　

健　
　

介



靜
方
鼎

四
四

⑩
王
長
豐
「《
靜
方
鼎
》
的
時
代
・
銘
文
書
寫
者
及
其
相
關
連
的
地
理
・
歴
史
」（『
華

夏
考
古
』
二
〇
〇
六
年
第
一
期
）

⑪
楊
坤
「
論
《
揚
簋
》〝
司
居
〞
―
兼
跋
《
靜
方
鼎
》」（
中
國
社
會
科
學
院
歴
史

研
究
所
先
秦
史
研
究
室
、
二
〇
〇
七
年
七
月
九
日
閲
讀
）（http://w

w
w
.

xianqin.org/xr_htm
l/articles/jw

yj/527.htm
l

）

⑫
劉
啓
益
「
靜
方
鼎
等
三
器
是
西
周
昭
王
十
六
年
銅
器
」（『
中
國
歴
史
文
物
』

二
〇
〇
九
年
第
四
期
）

⑬
〔
法
〕
戴
明
德
「
靜
諸
器
月
相
和
斷
代
問
題
新
解
」（『
紀
念
徐
中
舒
先
生
誕
辰

一
一
〇
周
年
國
際
學
術
研
討
會
論
文
集
』
巴
蜀
書
社
、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
）

⑭
沈
長
雲
「
靜
方
鼎
的
年
代
及
相
關
歴
史
問
題
」（『
中
國
國
家
博
物
館
館
刊
』

二
〇
一
三
年
第
七
期
）

⑮
髙
澤
浩
一
編
『
近
出
殷
周
金
文
考
釋
』
第
四
輯
、出
土
地
未
詳
編
（
研
文
出
版
、

二
〇
一
五
年
）

⑯
沈
長
雲
「
談
曾
侯
銅
器
銘
文
中
的
〝
南
公
〞
―
兼
論
成
康
時
期
周
人
對
南
土
的

經
營
」（『
中
國
史
研
究
』
二
〇
一
七
年
第
一
期
）

⑰
王
恩
田「
靜
方
鼎
銘
文
辨
僞
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
網
站
、

二
〇
一
七
年
四
月
五
日
發
布
）

（http://w
w
w
.gw
z.fudan.edu.cn/W

eb/Show
/3002

）

以
上
の
他
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
檢
索
を
行
う
と
作
者
不
明
「
靜
方
鼎
與
昭
王

之
年
」（
光
緖
元
寶
銀
元
園
地
旗
下
網
站
、
發
布
年
月
日
不
明
）（http://w

w
w
.

guangxuyuanbao.com
/zhishi/15180.htm

l

）
の
よ
う
に
本
器
に
言
及
し
た
サ

イ
ト
を
數
件
發
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
上
記
の
も
の
以
外
は
取
り

上
げ
て
い
な
い
。

著
録
等
略
稱

集
成　

中
國
社
會
科
學
院
考
古
研
究
所
編『
殷
周
金
文
集
成（
修
訂
增
補
本
）』（
中

華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）

近
出　

劉
雨
・
嚴
志
斌
編
著
『
近
出
殷
周
金
文
集
録
』（
中
華
書
局
、二
〇
〇
二
年
）

近
出
二　

劉
雨
・
嚴
志
斌
編
著
『
近
出
殷
周
金
文
集
録
二
編
』（
中
華
書
局
、

二
〇
一
〇
年
）

新
收　

鍾
柏
生
・
陳
昭
容
・
黃
銘
崇
・
袁
國
華
編
著
『
新
收
殷
周
靑
銅
器
銘
文
曁

器
影
彙
編
』（
藝
文
印
書
館
、
二
〇
〇
六
年
）

銘
圖　

呉
鎭
烽
編
『
商
周
靑
銅
器
銘
文
曁
圖
像
集
成
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
）

銘
圖
續　

呉
鎭
烽
編『
商
周
靑
銅
器
銘
文
曁
圖
像
集
成
續
編
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
一
六
年
）

通
釋　

白
川
靜
『
金
文
通
釋
』
一
〜
七
（
白
川
靜
著
作
集
別
卷
、
平
凡
社
、

二
〇
〇
四
〜
二
〇
〇
五
年
）

銘
文
選　

馬
承
源
主
編
『
商
周
靑
銅
器
銘
文
選
』（
一
）
〜
（
四
）（
文
物
出
版
社
、

一
九
八
六
〜
一
九
九
〇
年
）

史
徴　

唐
蘭
『
西
周
靑
銅
器
銘
文
分
代
史
徴
』
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年

器
制①

出
光
美
術
館
に
よ
る
と
、
高
さ32.6cm

、
口
徑25.8

×20.3cm

で
あ
る
と

い
う
。
②
徐
天
進
の
實
測
で
は
、
高
さ32.7cm

、
口
徑25.6

〜25.8

×20.3

〜
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20.5cm

、壁
の
厚
さ
約0.3cm

、足
の
高
さ12cm

・
足
の
徑3.2

〜4.2cm

と
な
っ

て
い
る
。

①
出
光
美
術
館
と
②
徐
天
進
を
參
考
に
器
制
を
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

器
體
は
方
形
の
體
と
四
脚
か
ら
な
る
。
緣
上
に
は
雙
耳
が
立
ち
、
そ
の
外
側
に

は
雙
首
が
相
向
か
う

龍
紋
を
飾
っ
て
い
る
。
體
の
緣
は
か
す
か
に
斜
め
に
曲
が

り
、
厚
い
方
唇
で
あ
る
。
腹
壁
は
直
に
近
く
、
底
は
微
か
に
外
に
膨
れ
る
。
器
腹

の
四
隅
及
び
四
面
の
壁
の
中
部
に
は
各
々
扉
棱
を
飾
り
、
緣
の
下
は
扉
棱
で
區
切

ら
れ
て
お
り
、
二
列
の
分
身
獸
面
紋
を
一
周
に
飾
る
。
腹
に
は
二
面
に
展
開
す
る

獸
面
紋
を
飾
り
、
そ
の
獸
面
紋
の
兩
側
に
は
短
尾

紋
を
配
し
て
い
る
。
獸
面
紋

の
目
は
圓
角
長
方
形
で
、
飛
び
出
て
い
る
。
器
底
に
は
紋
は
無
い
。
足
に
つ
い
て

は
圓
柱
足
で
、
柱
の
上
は
太
く
下
は
細
い
。
四
足
の
上
に
は
ま
た
扉
棱
で
區
切
ぎ

ら
れ
た
獸
面
紋
を
飾
る
。

銘
文内

壁
銘
文
9
行
78
字
（
①
出
光
美
術
館
は
「
郁
」
字
を
「

」・「
毎
」
二
字
に

分
け
る
た
め
、
9
行
79
字
と
す
る
。）

拓
本
が
非
常
に
見
に
く
い
た
め
、
①
出
光
美
術
館
・
②
徐
天
進
に
載
る
銘
文
部

分
の
寫
眞
も
併
せ
て
參
照
。

隹
（
唯
）
十
月
甲
子
、
王
才
（
在
）
宗
周
、
令
（
命
）
師
中

靜
省
南
或
（
國
）

相
（
？
）、
胤
（
設
）
慯
（
居
）、
八
月
初
吉
庚
申
、
至
、
告
于
成
周
、
月
既
唏

（
望
）
丁
丑
、
王
才
（
在
）
成
周
大
室
、
令
（
命
）
靜
曰
、
欲
（
司
）
女
（
汝
）

采
、
欲
（
司
）
才
（
在
）
夬
（
曾
）・
噩
（
鄂
）
穎
（
師
）、
王
曰
、
靜
、
易
（
賜
）

女
（
汝
）
鬯
・
旂
・
咯
・
采
郁
、
曰
、
用
事
、
靜
揚
天
子
休
、
用
乍
（
作
）
父

丁
寶
惇
彝

靜方鼎器影（①出光美術館）

靜方鼎器影模写（②徐天進）

靜方鼎器影（②徐天進）

靜方鼎底部器影（②徐天進）
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隹
（
唯
）
十
月
甲
子

銘
文
の
初
め
に
「
隹
（
唯
）
十
月
甲
子
」
と
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
十
月
」

を
銘
圖
は「
七
月
」と
し
て
い
る
。
下
文
に「
八
月
」と
あ
る
こ
と
に
よ
り「
七
月
」

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
拓
本
を
確
認
す
る
限
り
「
十
」
で
問
題
な
い
と
思
わ
れ

る
。本

器
銘
文
に
は
年
號
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、下
文
に
「
八
月
初
吉
庚
申
」・「
月

既
唏
（
望
）
丁
丑
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
本
器
の
作
器
者
で
あ
る
靜
と
共

に
南
國
を
「
省
」
し
た
「
師
中
」
が
、
中

（
集
成949

）・
中
方
鼎
（
集
成

2751

、2752

）
等
の
作
器
者
で
あ
る
中
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
り
、本
器
は
西
周
の
暦
日
考
釋
の
方
面
か
ら
の
研
究
が
主
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。

初
め
に
本
器
の
時
代
に
つ
い
て
、
各
説
を
確
認
し
て
お
く
。

①
出
光
美
術
館
は
器
體
お
よ
び
器
體
の
圖
像
は
殷
後
期
か
ら
西
周
時
代
前
期
の

意
匠
で
あ
る
と
し
、
本
器
を
殷
代
後
期
の
器
で
あ
る
と
す
る
。

②
徐
天
進
は
、
器
の
形
制
・
紋
飾
・
銘
文
よ
り
見
て
み
る
と
、
西
周
前
期
に
屬

し
、
銘
文
内
容
か
ら
昭
王
南
征
と
關
係
が
あ
る
と
い
う
。

③
張
懋
鎔
は
、
形
制
と
紋
飾
は
西
周
前
期
偏
晩
の
風
格
を
備
え
て
お
り
、
銘
文

の
書
體
風
格
は
穆
王
前
期
の
峭
鼎
（
筆
者
注
：
集
成
で
は
「
峭
鮎
（
集
成4266

・

西
周
中
期
）」）、穆
王
時
器
の
靜

（
集
成5408

・
西
周
早
期
）
に
近
い
と
考
え
る
。

靜
は
南
巡
後
に
成
周
に
歸
り
賞
賜
を
受
け
て
お
り
、
昭
王
は
な
お
在
位
し
て
い
る

（
筆
者
注
：
昭
王
は
十
九
年
の
南
征
時
に
漢
水
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
が『
竹
書
紀
年
』

等
の
傳
世
文
獻
に
記
述
さ
れ
て
い
る
）
こ
と
か
ら
、
昭
王
十
九
年
で
は
な
く
昭
王

十
六
年
の
南
征
の
時
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

④
王
占
奎
は
、
靜
簋
・
靜

・
小
臣
靜
彝
（
筆
者
注
：
小
臣
靜
彝
は
小
臣
靜

（
新
收1960

・
西
周
中
期
）・
小
臣
靜
簋
な
ど
、
研
究
者
に
よ
っ
て
靑
銅
器
名
が

異
な
る
。
本
稿
で
引
用
す
る
際
は
各
研
究
者
の
記
す
靑
銅
器
名
を
用
い
る
が
、「
小

臣
靜
」
を
冠
す
る
も
の
は
以
下
、
同
じ
靑
銅
器
を
指
す
。）
の
靜
と
本
器
の
靜
は

同
一
人
物
で
あ
り
、
父
の
名
も
同
じ
丁
で
あ
る
と
い
う
（
筆
者
注
：『
通
釋
』
二
、

一
三
六
頁
に
よ
る
と
、
小
臣
靜
彝
の
著
録
類
は
み
な
模
本
で
あ
り
、
諸
本
は
父
丁

の
丁
字
を
脱
す
る
が
綴
遺
（
方
濬
益
『
綴
遺
齋
彝
器
款
識
攷
釋
』
卷
十
二
）
に
は

あ
る
と
い
う
。
新
收
は
「
丁
」
字
の
無
い
模
本
を
載
せ
る
。
な
お
、
靜
簋
・
靜

に
は
「
父
丁
」
の
名
は
見
え
な
い
。）。
靜
簋
は
計
算
す
る
と
穆
王
四
十
二
年
（
前

九
三
五
年
）
に
屬
す
。
昭
王
十
二
年
よ
り
穆
王
四
十
二
年
ま
で
は
計
五
十
年
で
、

假
に
靜
が
靜
方
鼎
の
時
に
十
五
歳
で
あ
れ
ば
靜
簋
で
は
六
十
五
歳
で
あ
り
、
靜
方

鼎
と
靜
簋
の
風
格
・
字
體
い
ず
れ
に
も
比
較
的
大
き
な
差
異
が
あ
る
理
由
は
、
こ

靜方鼎銘文拓本（②徐天進）

靜方鼎銘文寫眞（①出光美術館）
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の
二
器
の
時
閒
が
大
き
く
離
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
。
靜
方
鼎
に
記
さ

れ
る
事
件
と
昭
王
十
六
年
・
十
九
年
伐
楚
と
は
關
係
が
な
く
、
昭
王
十
二
年
（
筆

者
注
：「
十
月
甲
子
」
部
分
）
と
十
三
年
（
筆
者
注
：「
八
月
初
吉
庚
申
」
部
分
）

と
十
四
年
（
筆
者
注
：「
月
既
望
丁
丑
」
部
分
を
次
年
の
八
月
と
考
え
る
）
に
合

う
と
考
え
て
い
る
。

⑤
李
學
勤
は
、
本
器
と
一
一
一
八
年
に
今
の
湖
北
孝
感
出
土
の
安
州
六
器
（
中

・
中
方
鼎
等
）
は
明
ら
か
に
同
時
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
昭
王
南
征
に
關
連
づ

け
て
い
る
。「
十
月
甲
子
」
は
昭
王
十
七
年
（
前
九
九
九
年
）
の
こ
と
で
あ
り
、「
初

吉
庚
申
」
と
「
既
望
丁
丑
」
は
昭
王
十
八
年
（
前
九
九
八
年
）
の
八
月
で
あ
る
と

い
う
。

⑦
李
仲
操
は
、
月
相
定
點
日
期
に
基
づ
く
と
初
吉
は
月
の
一
日
で
既
望
は
月
の

十
四
日
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
器
の
干
支
は
月
相
に
合
わ
な
い
た

め
暦
日
の
誤
り
は
明
ら
か
で
あ
り
、
後
の
人
の
僞
作
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
し

て
い
る
。
本
器
を
も
っ
て
月
相
定
點
日
が
正
確
で
あ
る
こ
と
の
證
明
と
な
る
と
い

う
。⑧

張
懋
鎔
は
、
西
周
前
期
の
册
命
金
文
に
は
本
器
の
他
、
井
侯
簋
（
翳
作
周
公

簋
）（
集
成4241

・
西
周
早
期
）・
大
盂
鼎
（
集
成2837

・
西
周
早
期
）・
宜
侯

簋
（
集
成4320

・
西
周
早
期
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
康
王
時
器
で
、
册
命
賞
賜

金
文
の
書
寫
形
式
は
不
成
熟
で
あ
っ
た
と
い
う
。
靜
方
鼎
は
そ
れ
ら
よ
り
用
語
・

書
寫
形
式
が
發
展
し
て
い
る
が
、
穆
王
時
の
册
命
金
文
ほ
ど
に
は
完
備
し
て
お
ら

ず
、
過
渡
期
の
昭
王
時
の
册
命
金
文
の
特
徴
を
體
現
し
て
い
る
と
し
、
こ
の
意
義

か
ら
い
え
ば
、
本
器
は
た
だ
昭
王
時
の
み
に
置
く
こ
と
が
で
き
、
穆
王
時
よ
り
も

遲
く
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

⑨
王
輝
は
こ
の
銘
に
い
う
中
・
靜
ら
に
南
國
を
省
（
視
察
）
さ
せ
た
事
は
、
安

州
六
器
の
中

・
中
方
鼎
な
ど
と
關
係
が
あ
り
、
昭
王
時
器
で
あ
る
と
い
う
。

⑩
王
長
豐
は
昭
王
時
期
の
器
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
、
字
形
結
體
・
書
法
藝
術

の
特
徴
よ
り
見
て
み
る
と
小
臣
靜
簋
と
時
代
が
比
較
的
近
く
、
そ
の
銘
文
書
法
の

風
格
も
ま
た
穆
王
初
期
の
風
格
に
近
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
時
代
は
小
臣
靜
簋
よ

り
遲
く
、
穆
王
初
期
に
屬
す
と
考
え
て
い
る
。

⑫
劉
啓
益
は
、『
竹
書
紀
年
』
に
記
さ
れ
る
昭
王
伐
楚
荊
と
い
っ
た
傳
世
文
獻

の
記
載
、
兵
叔
鼎
（
集
成2615

・
西
周
早
期
）・
兵
叔
簋
（
畜
簋
）（
集
成3950

、

3951

・
西
周
中
期
）
の
銘
文
、
及
び
劉
氏
の
考
え
る
昭
王
十
六
年
の
月
相
の
三
つ

は
合
致
す
る
と
い
う
。
靜
方
鼎
・
兵
叔
鼎
・
兵
叔
簋
の
時
代
は
昭
王
十
六
年
で
あ

る
と
考
え
る
。

⑭
沈
長
雲
は
、
①
出
光
美
術
館
の
器
體
及
び
器
體
の
圖
像
や
時
代
の
判
斷
は
妥

當
で
あ
り
、
靜
方
鼎
は
西
周
前
期
の
成
王
・
康
王
の
際
の
作
品
で
あ
り
、
遲
く
と

も
昭
王
・
穆
王
時
期
で
は
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
本
器
の
南
巡
は
確

實
に
紀
元
前
九
九
九
〜
九
九
八
年
の
閒
に
發
生
し
た
と
述
べ
る
よ
う
に
、
⑤
李
學

勤
の
説
で
あ
る
昭
王
期
の
器
で
あ
る
と
い
う
部
分
に
は
同
意
し
な
い
が
、
そ
の
年

代
に
は
同
意
し
て
い
る
。

⑮
高
澤
浩
一
は
各
著
録
・
參
考
資
料
の
説
を
引
用
し
、
そ
れ
ら
を
總
合
す
る
と
、

昭
王
晩
期
の
器
と
す
る
の
が
穩
當
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

こ
れ
ら
以
外
に
も
『
夏
商
周
斷
代
工
程
』
に
も
靜
方
鼎
へ
の
言
及
が
あ
り
、「
十

月
甲
子
」
は
昭
王
十
八
年
（
前
九
七
八
年
）、「
八
月
初
吉
庚
申
」・「
月
既
唏
（
望
）

丁
丑
」
は
昭
王
十
九
年
（
前
九
七
七
年
）
で
あ
る
と
い
う
。
前
九
七
八
年
は
十
月

癸
亥
朔
で
甲
子
は
初
二
日
（
癸
亥
の
次
の
日
が
甲
子
）、
前
九
七
七
年
は
八
月
戊
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午
朔
で
庚
申
は
初
三
日
で
初
吉
に
合
い
、
丁
丑
は
二
十
日
で
既
望
に
合
う
と
し
て

い
る
（
夏
商
周
斷
代
工
程
專
家
組
『
夏
商
周
斷
代
工
程1996

‐2000

年
階
段
成

果
報
告
簡
本
』
世
界
圖
書
出
版
公
司
、
二
〇
〇
〇
年
）。

以
上
の
よ
う
に
、
考
釋
に
擧
げ
た
殆
ど
の
も
の
に
本
器
の
時
代
へ
の
言
及
が
あ

り
、
そ
の
專
論
も
存
在
す
る
。
各
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
出
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
初
吉
」・「
既
唏
（
望
）」
と
い
っ
た
用
語
の

統
一
し
た
見
解
が
な
く
、
各
々
の
考
え
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
昭
王
南

征
と
本
器
銘
文
を
結
び
付
け
て
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
本
器
の
作
器
者

靜
と
靜
簋
・
靜

・
小
臣
靜

の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
器
者
靜
が
同
一
人
物
で
あ
る
の

か
、
と
い
う
點
に
あ
る
。

ま
ず
、
一
點
目
で
あ
る
が
、
金
文
に
お
い
て
「
某
月
〝
初
吉
〞
干
支
」
と
記
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
、「
初
吉
」
の
部
分
は
他
に
「
既
生
霸
」・「
既
望
」・「
既
死
霸
」

等
と
記
さ
れ
る
。
杜
勇
・
沈
長
雲
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す

る
の
か
に
つ
い
て
は
、
主
に
次
の
三
通
り
の
考
え
方
が
あ
る
と
い
う
。

一
、
定
點
説
：
例
え
ば
初
吉
は
月
の
一
日
（
初
日
）
で
既
望
は
月
の
十
四
日
で
あ

る
と
い
う
よ
う
に
、
研
究
者
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
る
が
、
あ
る
特
定
の
日
に

ち
も
し
く
は
數
日
閒
が
「
初
吉
」
等
と
な
る
。

二
、
四
分
説
：「
初
吉
」・「
既
生
霸
」・「
既
望
」・「
既
死
霸
」
の
順
に
そ
れ
ぞ
れ

が
一
カ
月
の
閒
の
7
〜
8
日
を
占
め
る
と
考
え
る
。

三
、
二
系
説
：「
初
吉
」は
月
の
初
め
の
1
〜
10
日
に
出
現
す
る
が
月
相
で
は
な
く
、

「
既
生
霸
」・「
既
望
」・「
既
死
霸
」
は
月
相
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、「
既

生
霸
」
は
新
月
か
ら
滿
月
ま
で
、「
既
望
」
は
滿
月
の
後
、「
既
死
霸
」
は
月

が
缺
け
だ
し
て
見
え
な
く
な
る
ま
で
を
い
う
と
考
え
る
。

以
上
の
説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
杜
勇
・
沈
長
雲
『
金
文
斷
代
方
法
探
微
』（
人

民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
參
照
。

靜
方
鼎
の
暦
日
を
考
察
し
た
殆
ど
の
研
究
者
は
、
自
分
の
構
築
し
た
暦
と
本
器

の
月
日
と
が
一
致
す
る
と
い
う
が
、
甚
だ
し
き
は
⑦
李
仲
操
の
よ
う
に
自
分
の
考

え
と
一
致
し
な
い
た
め
靜
方
鼎
は
後
世
の
僞
銘
で
あ
る
と
い
う
説
も
出
さ
れ
る
。

「
初
吉
」・「
既
望
」
等
は
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
未
だ
確
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
の
恣
意
的
な
解
釋
が
入
り
込
む
餘
地
が
あ
る
た
め
、
王
の
年
號

が
記
さ
れ
な
い
靜
方
鼎
を
暦
日
復
元
に
用
い
る
の
に
は
愼
重
な
態
度
が
求
め
ら
れ

よ
う
。

二
點
目
の
昭
王
南
征
と
本
器
の
關
係
の
根
據
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
の
が
、

一
一
一
八
年
に
湖
北
孝
感
縣
で
出
土
し
た
安
州
六
器
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
中

に
、

中

（
集
成949

・
西
周
早
期
）

王
令
（
命
）
中
先

（
省
）
南
或
（
國
）

（
貫
）
行
、
胤
（
設
）
慯
（
居
）

在
夬
（
曾
）、
史
兒
至
、
護
（
以
）
王
令
（
命
）
曰
、
余
令
（
命
）
女
（
汝
）

史
（
使
）
小
大
邦
、

（
厥
）
又
（
侑
）
舍
女
（
汝
）
芻
量
（
糧
）、
至
（
致
）

（
于
）
女
（
汝
）
賡
（
償
）
小
多
□
、中

（
省
）
自
方
・
欝
（
鄧
）・
磯
（
朝
）・

□
・
邦
、在
噩
（
鄂
）
穎
（
師
）

（
次
）、白
（
伯
）
買
父
□
護
（
以
）

（
厥
）

人
戍
漢
中
州
、
曰
叚
、
曰

、

（
厥
）
人
□
廿
夫
、

（
厥
）
欝
（
貯
）

（
吝
）、
言
曰
、

（
賦
）
□
貝
、
日
（
馹
）
傳
□
王
□
、
休
甥
（
肄
）
肩
（
任
）
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漢
字
學
硏
究　

第
七
號

又
（
侑
）
羞
余
、
□
對
用
乍
（
作
）
父
乙
寶
彝

【
王
、
中
に
命
じ
て
先
ん
じ
て
南
國
を
省
し
貫
行
せ
し
む
。
居
を
設
け
て
曾
に

在
り
。
史
兒
至
り
、
王
命
を
以
て
曰
は
く
、
余
、
汝
に
命
じ
て
小
大
邦
に
使
ひ

せ
し
め
、
厥
の
侑
と
し
て
汝
に
芻
糧
を
舍あ

た

へ
、
汝
の
小
多
の
□
を
償
ふ
に
致
せ
、

と
。
中
、
省
す
る
に
方
・
鄧
・
朝
・
□
・
邦
自
り
し
、
鄂
の
師
次
に
在
り
。
伯

買
父
、
□
し
て
厥
の
人
を
以ひ

き

ゐ
て
漢
の
中
州
を
戍
り
、
叚
と
曰
ひ
、

と
曰
ふ
。

厥
の
人
□
廿
夫
に
し
て
、厥
の
貯
、吝ま
ず

し
。
言
ひ
て
曰
は
く
、□
貝
を
賦
せ
、と
。

馹
傳
し
て
□
王
□
、
任
を
肄ね
ぎ
らひ
余
に
侑
羞
す
る
を
休
と
し
、
□
對
へ
て
用
て
父

乙
の
寶
彝
を
作
る
。】

と
あ
り
、「
王
令
（
命
）
中
先

（
省
）
南
或
（
國
）

（
貫
）
行
、
胤
（
設
）

慯
（
居
）
在
夬
（
曾
）」
が
後
述
す
る
本
器
銘
文
の
「
令
（
命
）
師
中

靜
省
南

或
（
國
）
相
、
胤
（
設
）
慯
（
居
）」
と
同
じ
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
唐
蘭
氏
は
、中

銘
は
昭
王
の
南
征
路
線
を
示
し
て
い
る
と
考
え
（『
史

徴
』
卷
四
下
、
四
十
三
「
中

」）、
王
輝
氏
も
中
が
王
命
を
奉
じ
て
南
陽
・
漢
上

の
諸
侯
を
巡
視
し
て
賞
賜
さ
れ
る
事
が
あ
り
、
昭
王
南
征
と
關
係
が
あ
る
た
め
、

昭
王
時
器
と
定
め
る
と
い
う
（『
商
周
金
文
』
二
二
「
中

」）。

一
方
、
⑭
沈
長
雲
は
唐
蘭
氏
の
い
う
中
器
が
昭
王
期
で
あ
る
と
い
う
説
に
對
し

て
、
問
題
點
を
擧
げ
、
本
器
と
安
州
六
器
の
年
代
を
成
王
・
康
王
時
期
と
考
え
て

い
る
。
た
だ
し
、
沈
氏
も
本
器
と
安
州
六
器
の
銘
文
内
容
は
關
連
し
て
い
る
と
考

え
て
い
る
。

諸
家
が
い
う
よ
う
に
本
器
と
中

の
内
容
は
同
じ
こ
と
を
記
し
て
い
る
可
能
性

は
高
い
。
次
に
中

以
外
の
安
州
六
器
の
銘
文
を
確
認
し
て
み
る
と
、

中
方
鼎
（
集
成2751

、2752

・
西
周
早
期
）

隹
（
唯
）
王
令
（
命
）
南
宮
伐
反
虎
方
之
年
、王
令
（
命
）
中
先
省
南
或
（
國
）

貫
行
、
胤
（
設
）
王
慯
（
居
）、
才
（
在
）

（
皮
）
眞
山
…
…

【
唯
れ
王
、
南
宮
に
命
じ
て
反
す
る
虎
方
を
伐
た
し
む
る
の
年
、
王
、
中
に
命

じ
て
先
ん
じ
て
南
國
を
省
し
て
貫
行
し
、
王
居
を
設
け
し
む
。

皮
眞
山
に
在

り
。
…
…
】

中

（
集
成6514

・
西
周
早
期
）

王
大
省
公
族
于
庚
、
懊
（
振
）
旅
、王
易
（
賜
）
中
馬
、自

侯
四
袙
、南
宮

、

王
曰
、
用
先
…
…

【
王
、
大
い
に
公
族
を
庚
に
省
し
、
振
旅
す
。
王
、
中
に
馬
を
賜
ふ
。

侯
自

り
の
四
袙
な
り
。
南
宮
お
く

る
。
王
曰
は
く
、
用
て
先
ん
ぜ
よ
、
と
。
…
…
】

と
あ
る
。
中
方
鼎
に
は
「
王
令
（
命
）
中
先
省
南
或
（
國
）
貫
行
、
胤
（
設
）
王

慯
（
居
）」、
中

に
は
「
王
曰
、
用
先
」
と
い
う
よ
う
に
、
王
が
中
に
命
じ
て
南

國
に
先
行
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
銘
文
も
先
行
す
る
こ
と
や
王
居
を
設
け
る
こ

と
等
、
本
器
の
銘
文
と
類
似
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
方
鼎
銘
と
同
じ
内
容
を
記

す
も
の
と
し
て
電

（
銘
文
に
つ
い
て
は
本
誌
掲
載
の
佐
藤
信
弥
氏
の
釋
讀
を
參

照
）
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

電

（
銘
圖3363

・
西
周
早
期
後
段
）

隹
（
唯
）
十
又
〔
一
〕
月
、
王
令
（
命
）
南
宮
〔
伐
虎
〕
方
之
年
、〔
隹
（
唯
）〕

正
月
既
死
霸
庚
申
、〔
王
〕
才
（
在
）
宗
周
、
王
□
□
電
吏
（
使
）
于
浤
（
繁
）、



靜
方
鼎

五
〇

易
（
賜
）
貝
五
〔
朋
〕
…
…

【
唯
れ
十
又
一
月
、
王
、
南
宮
に
命
じ
て
虎
方
を
伐
た
し
む
る
の
年
、
唯
れ
正

月
既
死
霸
庚
申
、
王
、
宗
周
に
在
り
。
王
、
□
□
電
を
し
て
繁
に
使
ひ
せ
し
め
、

貝
五
朋
を
賜
ふ
。
…
…
】

中
方
鼎
と
電

の
銘
文
に
は
共
に「
王
が
南
宮
に
命
じ
て
虎
方
を
伐
た
せ
た
年
」

と
い
う
大
事
紀
年
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
銘
文
内
容
か
ら
考
え
る
と
、
本
器

を
含
め
た
安
州
六
器
・
電

は
同
時
期
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

一
方
、
本
器
の
器
制
か
ら
年
代
を
推
測
し
よ
う
と
す
る
と
、
問
題
が
出
て
く
る
。

本
器
の
器
制
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
早
い
も
の
で
①
出
光
美
術
館
の
い

う
殷
後
期
か
ら
西
周
時
代
前
期
と
い
う
説
、
遲
い
も
の
で
は
⑩
王
長
豐
の
い
う
穆

王
初
期
と
い
う
説
が
あ
り
、
そ
の
年
代
に
幅
が
あ
る
。
⑭
沈
長
雲
は
本
器
と
類
似

し
た
器
と
し
て
德
方
鼎
を
擧
げ
る
。
林
巳
奈
夫
氏
の
斷
代
で
は
德
方
鼎
は
西
周
Ⅰ

B
と
な
っ
て
い
る
（
林
巳
奈
夫
『
殷
周
靑
銅
器
の
研
究
』
殷
周
靑
銅
器
綜
覽
一
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）。
ま
た
、
銘
文
内
容
が
本
器
と
同
時
期
と
推
測
さ

れ
る
電

は
、
陝
西
省
長
安
縣
長
家
坡M
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出
土
の
孟
員

（
新
收696
・
西

周
中
期
）
と
類
似
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
孫
慶
偉
氏
は
こ
れ
を
西
周
早
中

期
の
標
準
器
物
で
あ
る
と
い
う
（
孫
慶
偉
「
從
新
出
電

看
昭
王
南
征
與
晉
侯
燮

父
」『
文
物
』
二
〇
〇
七
年
第
一
期
）。

こ
の
よ
う
に
、
器
制
か
ら
の
年
代
の
推
測
は
困
難
と
な
っ
て
い
る
が
、
銘
文
内

容
も
併
せ
て
考
え
る
と
昭
王
期
頃
と
す
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

三
點
目
の
本
器
と
他
の
靜
器
の
關
係
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
④
王
占
奎
の
よ
う

に
靜
方
鼎
・
靜
簋
・
靜

・
小
臣
靜

の
作
器
者
は
全
て
同
一
人
物
で
あ
る
と
考

え
る
者
も
い
る
。
⑩
王
長
豐
は
小
臣
靜
簋
が
本
器
と
同
じ
父
丁
の
た
め
に
器
を

作
っ
て
お
り
、
小
臣
靜
は
靜
簋
の
靜
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
⑭
沈

長
雲
は
靜
方
鼎
と
小
臣
靜
簋
の
作
者
は
同
一
人
物
で
成
王
・
康
王
期
に
生
存
し
、

靜
簋
・
靜

の
作
者
は
別
の
人
物
で
穆
王
期
に
生
存
し
て
い
た
と
考
え
る
。

王
長
豐
氏
は
本
器
を
穆
王
初
期
の
器
と
考
え
て
い
る
が
、
林
巳
奈
夫
氏
の
斷
代

で
は
靜
簋
は
西
周
Ⅱ
B
で
あ
り
（
林
巳
奈
夫
前
掲
書
）、
本
器
は
穆
王
よ
り
前
の

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
器
の
靜
と
靜
簋
・
靜

の
靜
は
沈
長
雲
氏

の
い
わ
れ
る
よ
う
に
同
名
異
人
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
器
は
昭
王
期
頃
の
も
の
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
。
し
か
し
、
本
器
と
關
連
す
る
中
方
鼎
・
電

に
は
大
事
紀
年
は
記
さ
れ

て
い
る
が
具
體
的
な
年
號
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
昭
王
南
征
と
關
係
の
あ
る
可
能

性
は
高
い
も
の
の
、
昭
王
十
六
年
・
十
九
年
と
す
る
根
據
も
現
状
で
は
な
い
た
め
、

本
器
の
年
代
は
時
代
の
幅
を
少
し
も
た
せ
て
西
周
前
期
後
半
（
昭
王
）
と
考
え
て

お
く
。

王
才（
在
）宗
周
、
令（
命
）師
中

靜
省
南
或（
國
）相
、
胤（
設
）
慯（
居
）

「
王
才
（
在
）
宗
周
」
の
「
宗
周
」
は
周
の
都
の
一
つ
で
、
一
般
的
に
鎬
京
を

指
す
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
今
の
西
安
市
長
安
縣

河
東
岸
斗
門
鎭
一
帶
に
あ
っ

た
と
い
う
（『
商
周
金
文
』
一
五
「
大
盂
鼎
」）。
一
方
、
角
道
亮
介
氏
は
、
宗
周

と
周
で
行
わ
れ
る
行
爲
を
檢
討
し
、
兩
者
の
性
格
が
近
く
、「
周
」
と
「
宗
周
」

が
同
一
銘
文
上
に
登
場
し
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
同
一
地
點
の
別
稱
で
あ
る

可
能
性
が
高
く
、
現
在
の
周
原
一
帶
を
指
す
と
考
え
て
い
る
（
角
道
亮
介
『
西
周



五
一

漢
字
學
硏
究　

第
七
號

王
朝
と
そ
の
靑
銅
器
』
六
一
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
一
六
一
〜
一
七
八
頁
參
照
）。

一
説
と
し
て
紹
介
し
て
お
く
。

王
が
靜
に
命
令
し
た
内
容
が
「
令
（
命
）
師
中

靜
省
南
或
（
國
）
相
、胤
（
設
）

慯
（
居
）」
で
あ
る
。

「
師
中
」
は
、
③
張
懋
鎔
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
研
究
者
は
前
述
し
た
よ
う

に
中
方
鼎
・
中

の
中
と
同
一
人
物
と
し
て
い
る
。
銘
文
内
容
も
中

と
類
似
し

て
お
り
、
そ
の
可
能
性
は
高
い
。

「
省
」
に
つ
い
て
は
『
説
文
解
字
』
に
「
視
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
視
察
・
巡

視
の
意
で
あ
る
。
白
川
靜
氏
は
、
省
は

正
の
義
に
近
い
が
、

正
に
は
軍
事
的

な
意
味
が
強
く
、省
に
は
行
政
査
察
の
意
が
強
い
と
い
う
（『
通
釋
』
一
三
八
「
史

頌
鮎
」）。
し
か
し
、
本
器
の
内
容
が
昭
王
南
征
と
關
係
が
あ
る
と
す
る
と
、
省
に

も
軍
事
的
な
意
味
合
い
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

銘
文
二
行
目
第
八
文
字
目
（「
南
或
（
國
）」
の
後
の
字
）
は
、
①
出
光
美
術
館

は
「
相
」
と
す
る
（
同
書
の
隸
定
は
持
井
康
孝
氏
に
よ
る
）。
⑥
李
學
勤
も
持
井

康
孝
氏
に
從
い
「
相
」
と
し
、
そ
れ
は
地
名
で
あ
り
、
作
册
折
尊
（
集
成6002

・

西
周
早
期
）（
李
學
勤
氏
は
「
作
册
析
尊
」
と
記
す
）
に
見
え
る
「

望
土
于
相
侯
」

【
望
土
を
相
侯
に

お
く

る
】
の
相
で
あ
る
と
い
う
。
新
收
等
の
著
錄
で
は
こ
の
字
は

釋
さ
れ
て
い
な
い
。
銘
文
寫
眞
を
確
認
す
る
と
、
木
偏
の
よ
う
な
も
の
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
①
出
光
美
術
館
に
從
い
「
相
」
と
隸
定
す
る
。「
相
」

を
地
名
と
考
え
る
李
學
勤
氏
は
後
に
「
南
國
相
」
は
鄂
國
（
今
の
湖
北
鄂
城
）
以

南
の
湘
で
あ
り
、
今
の
湖
南
の
湘
水
流
域
で
あ
っ
た
と
い
う
（
李
學
勤
「
論
西
周

的
南
國
湘
侯
」『
湖
南
省
博
物
館
館
刊
』
第
五
輯
、
二
〇
〇
八
年
）。
こ
の
「
相
」

は
地
名
と
考
え
る
他
、
下
文
と
聯
讀
し
て
「
相
胤
慯
」【
慯
を
相
胤
せ
し
む
】
と

讀
む
説
も
あ
る
（
松
井
嘉
德
『
周
代
國
制
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、

六
一
〜
六
二
頁
）。

「
相
」
の
次
の
文
で
あ
る
「
胤
（
設
）
慯
（
居
）」
は
本
器
と
同
樣
の
事
例
は
前

述
し
た
中

「
胤
（
設
）
慯
（
居
）」・
中
方
鼎
（
集
成2751

、2752

）「
胤
（
設
）

王
慯
（
居
）」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
で
は
「
胤
（
設
）」
は
單
體
で
使
わ
れ
、
現
状
で

は
上
の
字
と
連
讀
す
る
事
例
は
な
く
、
金
文
で
は
「
相
」
を
動
詞
と
し
て
使
用
す

る
事
例
も
存
在
し
な
い
た
め
、「
相
」
は
南
國
の
地
名
で
あ
る
と
考
え
て
お
く
。

「
南
或
（
國
）」
の
後
に
言
葉
が
續
く
事
例
は
衛
鐘
（
集
成260

・
西
周
晩
期
）

に
「
王

（
肇
）

省
文
武
虔
（
勤
）
彊
（
疆
）
土
、
南
或
（
國
）
啅
孳
（
子
）

敢

（
陷
）
虐
我
土
」【
王
、
肇こ

こ

に
文
武
の
勤
め
た
ま
ひ
し
疆
土
を

省
す
。
南

國
啅
子
、
敢
へ
て
我
が
土
を
陷
虐
す
。】
と
見
え
る
。
唐
蘭
氏
は
「
啅
」
は
國
名

で
そ
の
下
の
字
は
人
名
で
あ
る
と
考
え
（『
史
徴
』
厲
王
時
器
一
「
宗
周
鐘
」）、

馬
承
源
氏
・
王
輝
氏
は
啅
子
は
啅
國
の
君
主
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（『
銘
文
選
』

四
〇
五
「
衛
鐘
」・『
商
周
金
文
』
四
八
「
衛
鐘
」）。「
南
國
」
に
つ
い
て
、
朱
鳳

瀚
氏
は
當
時
の
人
々
の
觀
念
中
、「
南
國
」
と
「
南
土
」
に
は
區
別
が
あ
る
と
い
う
。

「
南
土
」
は
周
王
國
南
方
の
國
土
で
、
そ
の
南
部
邊
域
區
に
軍
事
防
衞
職
能
を
備

え
た
長
官
で
あ
る
「
侯
」
を
設
け
た
。「
南
國
」
は
さ
ら
に
そ
の
南
に
あ
り
、
大

體
今
の
淮
水
流
域
・
南
陽
盆
地
南
部
と
江
淮
閒
平
原
一
帶
で
あ
っ
た
と
い
う
（
朱

鳳
瀚
「
論
西
周
時
期
的
〝
南
國
〞」『
歴
史
研
究
』
二
〇
一
三
年
第
四
期
）。「
相
」

は
朱
鳳
瀚
氏
の
説
に
從
う
と
、「
南
國
」
を
冠
し
て
い
る
た
め
そ
の
範
圍
内
に
在
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
具
體
的
な
位
置
は
不
明
で
あ
る
。

「
胤
」を「
設
」と
讀
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、裘
錫
圭「
釋
殷
墟
甲
骨
文
裏
的〝
遠
〞

〝
浦
〞（
邇
）
及
有
關
諸
字
」（
同
『
古
文
字
論
集
』
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
）、



靜
方
鼎

五
二

同
「
古
文
獻
中
讀
爲
〝
設
〞
的
〝
埶
〞
及
其
與
〝
執
〞
互
訛
之
例
」（
香
港
大
學

亞
州
研
究
中
心
『
東
方
文
化
』
一
九
九
八
年
第
三
六
卷
一
・
二
號
合
刊
）、同
「
再

談
古
文
獻
以
〝
埶
〞
表
〝
設
〞」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
網
站
、

二
〇
一
一
年
三
月
十
四
日
發
布
、http://w

w
w
.gw
z.fudan.edu.cn/W

eb/

Show
/1429

）（
い
ず
れ
も
裘
錫
圭
『
裘
錫
圭
學
術
文
集
』
復
旦
大
學
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
に
收
録
）
を
參
照
。
裘
錫
圭
氏
は
、「
胤
」
は
「
埶
」
の
本
來
の
寫

法
で
、
後
に
繁
化
し
て
「

」
と
な
り
、
古
書
は
多
く
「
藝
」
に
作
る
。「
埶
」

の
古
音
は
祭
部
に
屬
し
、「
設
」
は
月
部
に
屬
し
、
二
字
の
閒
に
は
嚴
格
な
陰
入

對
轉
の
關
係
が
存
在
す
る
た
め
、「
埶
」
は
「
勢
」
と
讀
む
こ
と
が
で
き
、「
勢
」・

「
設
」の
聲
母
は
同
じ
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、傳
世
の『
儀
禮
』の「
設
」

字
は
武
威
漢
簡
の
『
儀
禮
』
に
は
多
く
「
埶
」
に
作
る
と
い
う
（
裘
錫
圭
「
釋
殷

墟
甲
骨
文
裏
的
〝
遠
〞〝
浦
〞（
邇
）
及
有
關
諸
字
」
前
掲
『
古
文
字
論
集
』
九
頁

注
一
四
・
一
五
）。

「
慯
（
居
）」
に
つ
い
て
は
「
胤
（
設
）
慯
（
居
）」
以
外
に
も
事
例
が
あ
り
、

儀
禮
な
ど
が
行
わ
れ
る
場
所
で
も
あ
っ
た
。
師
虎
簋
（
集
成4316
・
西
周
中
期
）

に
「
杜
慯
（
居
）」、
長

（
集
成9455

・
西
周
中
期
）
に
「
下

慯
（
居
）」、

小
臣
夌
鼎
（
集
成2775

・
西
周
早
期
）
に
「
楚
慯
（
居
」）・「
姐
（
胖
）
慯
（
居
）」

等
と
見
え
、
地
名
が
冠
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
松
井
嘉
德
氏
は
「
穎
」
あ
る
い

は
「
慯
」
は
、
軍
事
集
團
な
い
し
は
そ
の
駐
屯
地
、
あ
る
い
は
「
四
方
」
の
地
に

ま
で
展
開
す
る
行
宮
な
い
し
は
離
宮
と
し
て
、
王
朝
の
軍
事
的
政
治
的
據
點
と
し

て
の
屬
性
を
備
え
て
い
た
。
周
王
は
軍
事
的
行
動
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
地
を
經

巡
っ
て
い
た
が
、
同
時
に
そ
こ
で
は
册
命
儀
禮
や
饗
醴
な
ど
も
執
り
行
わ
れ
て
い

た
と
い
う
（
松
井
嘉
德
前
掲
書
、六
三
頁
）。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、本
器
の
「
慯

（
居
）」
も
王
が
所
在
す
る
戰
爭
時
の
據
點
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。こ

の
段
は
、
十
月
甲
子
の
日
に
王
が
宗
周
で
師
中
と
靜
と
に
命
じ
て
南
國
の
地

に
あ
る
「
相
」
を
視
察
さ
せ
、
行
宮
を
設
營
さ
せ
た
こ
と
を
い
う
。

八
月
初
吉
庚
申
、
至
、
告
于
成
周
、
月
既
唏
（
望
）
丁
丑
、
王
才
（
在
）

成
周
大
室
、令
（
命
）
靜
曰
、
欲
（
司
）
女
（
汝
）
采
、
欲
（
司
）
才
（
在
）

夬
（
曾
）
噩
（
鄂
）
穎
（
師
）

本
段
で
は
初
め
に
「
八
月
初
吉
庚
申
」
と
「
月
既
唏
（
望
）
丁
丑
」
の
關
係
が

問
題
と
な
る
。
金
文
で
は
通
常
、同
月
の
場
合
に
は
次
の
よ
う
に
月
を
省
略
す
る
。

作
册
令
方
彝
（

令
方
彝
）（
集
成9901

・
西
周
早
期
）
／
作
册
令
方
尊
（
集
成

6016

・
西
周
早
期
）

隹
（
唯
）
八
月
、辰
才
（
在
）
甲
申
、王
令
（
命
）
周
公
子
明
保
、尹
三
事
四
方
、

受
（
授
）
卿
事
寮
、
丁
亥
、
令
（
命
）

告

（
于
）
周
公
宮
、
公
令
（
命
）、

衣
（
出
）
同
卿
事
寮
、
隹
（
唯
）
十
月
月
吉
癸
未
、
明
公
朝
至

（
于
）
成
周
、

…
…
甲
申
、
明
公
用
牲

（
于
）
京
宮
、
乙
酉
、
用
牲

（
于
）
康
宮
…
…
」

【
唯
れ
八
月
、
辰
は
甲
申
に
在
り
。
王
、
周
公
の
子
明
保
に
命
じ
て
、
三
事
四

方
を
尹た

だ

さ
し
め
、
卿
事
寮
を
授
く
。
丁
亥
、

に
命
じ
て
周
公
の
宮
に
告
げ
し

む
。
公
命
じ
、
出
で
て
卿
事
寮
を
同あ
つ

め
し
む
。
唯
れ
十
月
月
吉
癸
未
、
明
公
、

朝
に
成
周
に
至
る
。
…
…
甲
申
、
明
公
、
牲
を
京
宮
に
用
ふ
。
乙
酉
、
牲
を
康

宮
に
用
ふ
。
…
…
】
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本
器
の
場
合
、「
月
既
唏
（
望
）
丁
丑
」
と
い
う
よ
う
に
「
月
」
が
記
さ
れ
て

い
る
が
、
何
月
か
は
判
明
し
な
い
。「
月
」
字
の
存
在
に
よ
り
、
同
じ
月
と
も
他

の
月
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、「
庚
申
」
は
干
支
番
號
57
、「
丁
丑
」
は

同
14
で
あ
る
。
二
系
説
の
よ
う
に
初
吉
は
1
〜
10
日
で
あ
り
、
既
望
は
滿
月
後
に

月
が
明
ら
か
に
缺
け
な
い
状
態
を
い
う
と
考
え
る
と
、
庚
申
が
月
初
の
數
日
で
あ

れ
ば
丁
丑
も
同
じ
月
内
に
收
ま
る
。
四
分
説
で
も
初
吉
を
1
〜
7
日
あ
た
り
と
し

て
考
え
る
と
、
既
望
の
期
閒
に
收
ま
る
こ
と
に
な
る
。「
月
既
唏
（
望
）
丁
丑
」

は
「
八
月
」
の
こ
と
を
指
す
可
能
性
が
高
い
。

「
至
、
告
于
成
周
」
は
、
南
國
相
を
視
察
し
て
行
宮
を
設
營
し
た
こ
と
を
、
成

周
に
至
り
王
に
告
げ
た
こ
と
を
い
う
。「
至
告
」
は
他
に
も
乖
伯
歸
畏
簋
（
集
成

4331

・
西
周
晩
期
）
に
「
隹
（
唯
）
王
九
年
九
月
甲
寅
、
王
令
（
命
）
益
公
征
眉

敖
、
益
公
至
告
、
二
月
、
眉
敖
至
見
」【
唯
れ
王
の
九
年
九
月
甲
寅
、
王
、
益
公

に
命
じ
て
眉
敖
を
征
せ
し
め
、
益
公
至
り
て
告
ぐ
。
二
月
、
眉
敖
至
り
て
見
ゆ
。】

と
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
「
告
」
は
王
命
の
完
了
を
王
に
報
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
後
、
丁
丑
の
日
に
王
は
成
周
の
大
室
で
靜
に
命
令
を
與
え
た
。「
成
周
」

は
現
在
の
洛
陽
付
近
に
あ
っ
た
。「
成
周
大
室
」
は
戚
簋
（
銘
圖
續0450
・
西
周

中
期
後
段
）
に
も
見
え
る
。

成
周
の
大
室
で
靜
に
下
さ
れ
た
命
令
が
「
令
（
命
）
靜
曰
」
以
下
の
「
欲
（
司
）

女
（
汝
）
采
、欲
（
司
）
才
（
在
）
夬
（
曾
）
噩
（
鄂
）
穎
（
師
）」
部
分
で
あ
る
。

こ
の
命
令
の
部
分
は
研
究
者
に
よ
っ
て
、
讀
み
方
・
解
釋
が
異
な
る
。

③
張
懋
鎔
・
⑩
王
長
豐
・
⑫
劉
啓
益
は
、
こ
の
部
分
を
「
卑
（
俾
）
女
（
汝
）

□
欲
（
司
）
才
（
在
）
夬
（
曾
）・
噩
（
鄂
）
穎
（
師
）」（
筆
者
注
：
③
張
懋
鎔

は
「
穎
（
師
）」
を
「
肓
（
師
）」
と
す
る
が
、
誤
り
で
あ
ろ
う
）
と
讀
む
。
⑧
張

懋
鎔
で
は
「
司
女
（
汝
）
采
、
司
在
曾
噩
（
鄂
）
師
」
と
い
う
よ
う
に
一
部
修
正

を
行
っ
て
い
る
。

⑤
李
學
勤
は
「
卑
（
俾
）
女
（
汝
）
欲
（
司
）
才
（
在
）
夬
（
曾
）
噩
（
鄂
）

穎
（
師
）」（「
采
」
字
は
記
載
な
し
）
と
讀
む
が
、⑥
李
學
勤
は
「
（
司
）
女
（
汝
）

采
、

（
司
）
才
（
在
）
夬
（
曾
）
噩
（
鄂
）
穎
（
師
）」
と
讀
む
。
⑨
王
輝
も

⑥
李
學
勤
と
同
じ
讀
み
方
で
あ
る
が
、「

（
司
）
女
（
汝
）
采
」
の
「

」
を

銘
中
で
は
「
嗣
」
と
讀
み
、
繼
承
の
意
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
⑮
高
澤
浩
一
は

⑥
李
學
勤
に
近
く
、「
女
（
汝
）
の
采
を
欲
（
司
）
り
、
夬
（
曾
）
噩
（
鄂
）
に

才
（
在
）
る
の
穎
（
師
）
を
欲
（
司
）
れ
」
と
讀
む
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、「
曰
」
字
の
次
の
文
字
を
「
卑
」
と
す
る
説
、「
欲
（
司
）」

と
す
る
説
に
分
か
れ
る
。
銘
文
寫
眞
で
は
こ
の
字
の
左
側
上
部
が
二
文
字
下
の

「
欲
」
字
の
上
部
と
似
て
お
り
、
そ
の
右
側
に
も
「
脩
」
の
部
分
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
た
め
、「
欲
」
と
す
る
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

「
欲
」
に
つ
い
て
、
金
文
で
は
動
詞
の
場
合
、「
司
」
と
讀
ま
れ
「
つ
か
さ
ど
る
」

意
に
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
⑥
李
學
勤
・
⑮
高
澤
浩
一
が
讀
む
「
欲
（
司
）

…
…
欲
（
司
）
…
…
」
と
い
う
事
例
は
、
南
宮
柳
鼎
に
見
え
る
。

南
宮
柳
鼎
（
集
成2805

・
西
周
晩
期
）

…
…
王
乎
（
呼
）
乍
（
作
）
册
尹
、册
令
（
命
）
柳
、欲
（
司
）
六
穎
（
師
）
牧
・

陽
（
場
）・
大

（
友
）、
欲
（
司
）
義
夷
陽
（
場
）・
甸
史
（
事
）
…
…

【
…
…
王
、
作
册
尹
を
呼
び
、
柳
に
册
命
せ
し
む
。
六
師
の
牧
・
場
・
大
友
を

司
り
、
義
夷
の
場
・
甸
の
事
を
司
れ
。
…
…
】



靜
方
鼎

五
四

一
方
、
⑨
王
輝
は
「

（
司
）
女
（
汝
）
采
」
の
「

（
司
）」
は
前
述
し
た

よ
う
に
繼
承
の
意
、「

（
司
）
才
（
在
）
夬
（
曾
）
噩
（
鄂
）
穎
（
師
）」
の
「

（
司
）」
は
管
理
す
る
の
意
で
あ
る
と
い
う
。「
欲
」
を
「
嗣
」
と
讀
む
と
考
え
ら

れ
て
い
る
事
例
も
存
在
す
る
。

諫
簋
（
集
成4285
・
西
周
晩
期
）

…
…
王
乎
（
呼
）
内
史
年
册
命
諫
曰
、
先
王
既
命
女
（
汝
）

欲
（
司
）
王
宥

（
囿
）、
女
（
汝
）
某
（
謀
）
不
又
（
有
）
昏
、
毋
敢
不
善
、
今
余
隹
（
唯
）
或

（
有
）
欲
（
嗣
）
命
女
（
汝
）、
易
（
賜
）
女
（
汝
）
攸
（
採
）
勒
…
…

【
…
…
王
、
内
史
年
を
呼
び
て
諫
に
册
命
せ
し
め
て
曰
は
く
、
先
王
、
既
に
汝

に
命
じ
て
王
囿
を

司
せ
し
め
、
汝
、
謀
り
て
昏

あ
や
ま
ち

有
ら
ず
、
敢
へ
て
不
善
あ

る
こ
と
毋
し
。
今
、
余
唯
れ
嗣
ぎ
て
汝
に
命
ず
る
こ
と
有
り
。
汝
に
採
勒
を
賜

ふ
、
と
。
…
…
】

諫
簋
は
王
が
代
替
わ
り
し
た
際
、
先
王
の
命
令
で
あ
る
「
王
囿
」
を
司
ら
せ
る

こ
と
を
繼
續
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
同
樣
の
事
例
が
師
酉
簋
（
集
成4288

〜
4291

・
西
周
中
期
）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
異
説
も
存
在
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は

紹
介
す
る
に
留
め
る
。

「
欲
」
字
の
次
の
「
女
（
汝
）」・「
采
」
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、「
女
（
汝
）」

と
は
靜
の
こ
と
で
あ
り
、「
采
」
は
采
邑
の
こ
と
で
あ
る
。「
采
」
は
次
の
銘
文
に

見
え
て
い
る
。

中
方
鼎
（
集
成2785

・
西
周
早
期
）

隹
（
唯
）
十
又
三
月
庚
寅
、王
才
（
在
）
寒

（
次
）、王
令
（
命
）
大
史
兄
（

）

硼
土
、
王
曰
、
中
、
茲
硼
人
入
史
（
事
）、
易
（
賜
）
于

（
武
）
王
乍
（
作
）

臣
、
今
兄
（

）
茸
（

）
女
（
汝
）
硼
土
、
乍
（
作
）
乃
采
…
…

【
唯
れ
十
又
三
月
庚
寅
、
王
、
寒
次
に
在
り
。
王
、
大
史
に
命
じ
硼
土
を
お
く

ら

し
む
。
王
曰
は
く
、
中
よ
、
茲
の
硼
人
、
入
り
て
事
へ
、
武
王
に
賜
は
り
て
臣

と
作な

る
。
今
、
汝
に
硼
土
を

り
綢た
ま

ふ
。
乃
の
采
と
作
せ
、
と
。
…
…
】

皰

／
尊
（
集
成5402

／5992

・
西
周
早
期
）

隹
（
唯
）
十
又
三
月
辛
卯
、王
才
（
在
）
愆
、易
（
賜
）
皰
采
、曰
瞹
、易
（
賜
）

貝
五
朋
…
…

【
唯
れ
十
又
三
月
辛
卯
、
王
、
愆
に
在
り
。
皰
に
采
を
賜
ふ
。
瞹
と
曰
ふ
。
貝

五
朋
を
賜
ふ
。
…
…
】

聞
尊
（
銘
圖11810

・
西
周
中
期
前
段
）

隹
（
唯
）
十
月
初
吉
、辰
才
（
在
）
庚
午
、師
多
父
令
（
命
）

（
聞
）
于
周
曰
、

余
學
（
效
）
事
、女
（
汝
）
毋
不
善
、
（
胥
）
朕
采

田
・
外
臣
僕
、女
（
汝
）

毋
又
（
有
）
一
不

（
聞
）
…
…

【
唯
れ
十
月
初
吉
、
辰
は
庚
午
に
在
り
。
師
多
父
、
聞
に
周
に
命
じ
て
曰
は
く
、

余
、
事
を
效
す
。
汝
、
不
善
あ
る
こ
と
毋
し
。
朕
が
采

田
・
外
臣
僕
を
胥

せ
よ
。
汝
、
一
と
し
て
聞
せ
ざ
る
こ
と
有
る
毋
か
れ
、
と
。
…
…
】

中
方
鼎
は
安
州
六
器
の
一
つ
で
あ
り
、「
硼
土
」を
采
と
し
て
與
え
ら
れ
て
い
る
。

皰

／
尊
も
「
瞹
」
と
い
う
采
を
與
え
ら
れ
て
い
る
。
聞
尊
は
作
器
者
で
あ
る
聞
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が
師
多
父
の
采

田
と
奴
隸
の
管
理
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
采
」
が
采
邑
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
と
、本
器
の
「
欲
女
（
汝
）
采
」
の
「
欲
」

は「
司
」と
讀
ん
で
も「
嗣
」と
讀
ん
で
も
文
法
上
意
味
は
通
じ
る
。
し
か
し
、「
司
」

と
読
む
⑥
李
學
勤
、「
嗣
」
と
読
む
⑨
王
輝
は
兩
者
共
に
そ
の
根
據
を
述
べ
て
い

な
い
。
事
例
の
多
さ
か
ら
「
司
」
と
読
む
方
が
現
状
で
は
無
難
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
た
め
、「
欲
（
司
）」
と
讀
み
「
つ
か
さ
ど
る
」
の
意
で
あ
る
と
し
て
お
く
。

ま
た
、
こ
の
「
采
」
と
下
文
に
見
え
る
「
采
郁
」
の
關
係
に
つ
い
て
も
こ
こ
で

述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
⑥
李
學
勤
は
「

（
司
）
女
（
汝
）
采
」
の
「
采
」

は
下
文
で
靜
に
賜
る
采
地
鰯
で
あ
る
と
い
う
。
下
文
に
見
え
る
「
鬯
・
旂
・
咯
・

采
郁
」
は
、「
欲
（
司
）
才
（
在
）
夬
（
曾
）
噩
（
鄂
）
穎
（
師
）」
と
い
う
王
命

に
よ
っ
て
靜
に
賜
わ
れ
て
お
り
、
職
事
に
就
く
こ
と
に
よ
っ
て
與
え
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
た
め
、
本
段
に
い
う
「
采
」
は
下
文
の
「
采
郁
」
の
こ
と
を
い
う
と
考

え
て
お
く
。

次
の
「
欲
（
司
）
才
（
在
）
夬
（
曾
）
噩
（
鄂
）
穎
（
師
）」
の
「
欲
」
も
「
司
」

と
讀
む
。
本
器
で
は
曾
と
鄂
と
が
竝
列
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
湖
北
省
隨
州
市

安
居
羊
子
山
で
鄂
國
關
係
の
靑
銅
器
が
出
土
し
て
い
る
（
張
昌
平
「
論
隨
州
羊
子

山
新
出
噩
國
靑
銅
器
」『
文
物
』
二
〇
一
一
年
第
一
一
期
等
を
參
照
）。
ま
た
、
曾

國
關
係
靑
銅
器
も
湖
北
省
隨
州
市
葉
家
山
で
發
見
さ
れ
て
い
る
（
黄
鳳
春
・
陳
樹

祥
・
風
國
棟
「
湖
北
隨
州
葉
家
山
新
出
西
周
曾
國
銅
器
及
相
關
問
題
」『
文
物
』

二
〇
一
一
年
第
一
一
期
等
を
參
照
）。筆
者
は
か
つ
て
鄂
君
啓
節（
噩
君
啓
車
節（
集

成12110

〜12112

・
戰
國
中
期
）・
噩
君
啓
舟
節
（
集
成12113

・
戰
國
中
期
））

に
見
え
る
鄂
の
所
在
地
を
考
察
し
た
際
、
河
南
省
南
陽
市
北
に
存
在
し
た
と
考
え

た
（
拙
稿
「
鄂
君
啓
節
と
鄂
の
所
在
地
」『
郵
政
考
古
紀
要
』
第
五
〇
號
、

二
〇
一
〇
年
）。
そ
の
際
、
西
周
期
の
鄂
の
所
在
地
に
つ
い
て
も
考
察
し
安
居
羊

子
山
出
土
の
鄂
國
關
係
の
靑
銅
器
を
引
用
は
し
た
の
で
あ
る
が
、
西
周
期
を
通
じ

て
河
南
省
南
陽
市
に
存
在
し
た
と
考
え
た
。
今
回
、
一
部
修
正
し
て
本
器
の
作
製

時
期
を
含
め
た
西
周
前
期
に
は
湖
北
省
隨
州
市
安
居
羊
子
山
付
近
に
存
在
し
、
後

に
何
ら
か
の
理
由
（
禹
鼎
（
集
成2833

、2834

・
西
周
晩
期
）
銘
文
に
見
え
る

鄂
侯
馭
方
の
反
亂
が
原
因
か
）
で
河
南
省
南
陽
市
付
近
に
移
動
し
た
と
し
て
お
き

た
い
。
西
周
後
期
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
二
年
に
河
南
南
陽
市
宛
城
區
新
店
鄕
夏

響
鋪
鄂
國
貴
族
墓
地
（
Ｍ
１
）
で
鄂
姜
簠
（
噩
姜
枚
）（
銘
圖
續0479

・
西
周
晩
期
）

「
噩
（
鄂
）
姜
乍
（
作
）
旅
枚
（
簠
）」【
鄂
姜
、
旅
簠
を
作
る
。】
が
發
見
さ
れ
て

い
る
（
崔
本
信
・  

王
偉
「
河
南
南
陽
夏
響
鋪
鄂
國
貴
族
墓
地
」
中
國
考
古
網
、

二
〇
一
三
年
三
月
二
十
五
日
發
布
（http://w

w
w
.kaogu.cn/cn/xianchangch

uanzhenlaoshuju/2013/1026/40705.htm
l

））。
諸
侯
国
で
あ
る
鄂
は
後
に
楚

に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て
地
名
の
み
が
残
り
、
鄂
君
啓
節
に
記
さ
れ
る
鄂
は
そ
の
作

成
時
（
前
三
二
二
年
）
に
は
河
南
省
南
陽
市
付
近
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
た

め
、
西
周
後
期
か
ら
春
秋
時
代
を
經
て
戰
國
時
代
ま
で
そ
の
地
に
繼
續
し
て
存
在

し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
才
（
在
）
夬
（
曾
）
噩
（
鄂
）
穎
（
師
）」
を
李
學

勤
氏
の
説
（
同
「
由
新
見
靑
銅
器
看
西
周
早
期
的
鄂
・
曾
・
楚
」『
文
物
』

二
〇
一
〇
年
第
一
期
）
に
從
い
「
曾
に
在
る
の
鄂
師
」
と
讀
ん
だ
が
、
こ
れ
も
次

に
述
べ
る
よ
う
に
修
正
し
て
お
き
た
い
。

「
才
（
在
）
夬
（
曾
）
噩
（
鄂
）
穎
（
師
）」
に
つ
い
て
、
谷
秀
樹
氏
は
曾
と
鄂

の
「
兩
國
の
所
在
地
付
近
に
駐
留
す
る
王
師
」
で
あ
る
と
い
う
（
谷
秀
樹
「
西
周

代
陝
東
戦
略
考
―
「
穎
」
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
し
て
―
〔
西
周
中
期
改
革
考

（
3
）〕」『
立
命
館
文
學
』
六
二
六
、
二
〇
一
二
年
）。「
穎
（
師
）」
字
の
上
に
地
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名
を
竝
列
し
た
と
考
え
ら
れ
る
事
例
は
、靜
簋
（
集
成4273

・
西
周
早
期
）
の
「
王

護
（
以
）
呉
影
・
呂
驛
（
啾
）
稻
（
會
）
礬
（
豳
）
癇
（
疔
）
穎
（
師
）、
邦
君

射
于
大
池
」【
王
、
呉
影
・
呂
啾
を
以
ゐ
て
豳
疔
の
師
に
會
し
、
邦
君
、
大
池
に

射
す
。】
に
見
え
る
「
礬
（
豳
）
癇
（
疔
）
穎
（
師
）」
が
あ
る
。
馬
承
源
氏
（『
銘

文
選
』
一
七
〇
「
靜
簋
」）
や
王
輝
氏
（『
商
周
金
文
』
二
四
「
靜
簋
」）
は
「
派

淀
穎
」
は
人
名
と
い
う
が
、
峭
簋
（
集
成4266

・
西
周
中
期
）
に
「
魁
（
豳
）

穎
（
師
）
冢
欲
馬
」
と
見
え
る
よ
う
に
「
魁
（
豳
）」
は
地
名
で
あ
る
。
ま
た
、「
穎

（
師
）」
の
事
例
で
は
な
い
が
、師
旂
鼎
（
集
成2809

・
西
周
早
期
或
中
期
）
に
「
才

（
在
）
疔
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
疔
」
も
地
名
で
あ
ろ
う
。

「〔
地
名
〕
穎
（
師
）」
に
つ
い
て
、
以
下
は
「
齊
師
」
の
事
例
で
あ
る
が
、

師
曳
簋
（
集
成4313

、4314

・
西
周
晩
期
）

王
若
曰
…
…
今
余

（
肇
）
令
（
命
）
女
（
汝
）、
蚫
（
率
）
齊
帀
（
師
）・
啌

（
紀
）・
刔
（
萊
）・
痔
、
痙
（
殿
）
左
右
虎
臣
、
正
（
征
）
淮
尸
（
夷
）、
即
儻

（
劾
）

（
厥
）
邦
獸
（
酋
）
…
…

【
王
若
く
曰
は
く
…
…
今
、
余
肇こ

こ

に
汝
に
命
じ
、
齊
師
・
紀
・
萊
・
痔
を
率
ゐ
て
、

左
右
虎
臣
を
殿
と
し
、
淮
夷
を
征
し
、
即
き
て
厥
の
邦
酋
を
劾
せ
し
む
。

…
…
】

史
密
簋
（
新
收636

・
西
周
中
期
）

隹
（
唯
）
十
又
一
月
、
王
令
（
命
）
師
俗
・
史
密
曰
、
東
征
、
櫁
南
尸
（
夷
）、

盧
・
虎
會
杞
尸
（
夷
）・
舟
尸
（
夷
）、
（
讙
）
不
容
（
質
）、
廣
伐
東
或
（
國
）、

齊
穎
（
師
）・
族
土
（
徒
）・
述
（
遂
）
人
、
乃
執

（
鄙
）・
寛
・
亞
、
師
俗

蚫
（
率
）
齊
穎
（
師
）・
述
（
遂
）
人
左
、〔
周
〕
伐
長
必
、
史
密
右
、
蚫
（
率
）

族
人
・
釐
（
萊
）
白
（
伯
）・
燒
（
棘
）・
鍋
、
周
伐
長
必
、
隻
（
獲
）
百
人

…
…

【
唯
れ
十
又
一
月
、
王
、
師
俗
・
史
密
に
命
じ
て
曰
は
く
、
東
征
し
、
南
夷
を

櫁う

て
、
と
。
盧
・
虎
、
杞
夷
・
舟
夷
に
會
し
、
讙
か
ま
び
すし
く
質つ
つ
しま
ず
、
廣
く
東
國
を

伐
つ
。
齊
師
・
族
徒
・
遂
人
、
乃
ち
鄙
・
寛
・
亞
を
執
ら
ふ
。
師
俗
、
齊
師
・

遂
人
を
率
ゐ
て
左
し
、
長
必
を
周
伐
し
、
史
密
右
し
て
、
族
人
・
萊
伯
・
棘
・

䧅
を
率
ゐ
、
長
必
を
周
伐
し
、
百
人
を
獲
る
。】

引
簋
（
圖
像
集
成05299

、05300

・
西
周
中
期
）

…
…
王
若
曰
、引
、余
既
命
女
（
汝
）
更
乃
癬
（
祖
）、
欲
（
司
）
齊
穎
（
師
）

…
…

【
…
…
王
若
く
曰
は
く
、
引
よ
、
余
既
に
汝
に
命
じ
て
乃
の
祖
を
更
が
し
め
、

齊
師
を

司
せ
し
む
。
…
…
】

等
と
記
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
信
弥
氏
に
よ
る
と
、「
齊
師
」
が
萊
・
紀
の
よ
う
な

他
の
山
東
諸
侯
の
軍
隊
と
異
な
っ
た
表
記
や
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目

す
る
と
、
齊
地
に
駐
屯
す
る
周
王
朝
の
軍
隊
で
あ
る
蓋
然
性
の
方
が
高
い
と
考
え

ら
れ
る
と
い
う
（
佐
藤
信
弥
「
引
簋
蓋
」（『
漢
字
學
研
究
』
第
一
號
、
二
〇
一
三

年
））。

「
才
（
在
）
夬
（
曾
）
噩
（
鄂
）
穎
（
師
）」
は
曾
と
鄂
と
に
置
か
れ
た
周
王
朝

の
軍
隊
で
あ
り
、
靜
は
そ
れ
ら
を
司
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
段
で
は
、
靜
が
王
命
の
完
了
を
八
月
初
吉
庚
申
の
日
に
成
周
で
王
に
告
げ
、
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漢
字
學
硏
究　

第
七
號

王
が
成
周
大
室
で
靜
に
自
ら
の
采
邑
と
曾
・
鄂
に
置
か
れ
た
周
王
朝
の
軍
隊
を
司

る
こ
と
を
命
じ
た
こ
と
を
い
う
。

王
曰
、
靜
、
易
（
賜
）
女
（
汝
）
鬯
・
旂
・
咯
・
采
郁
、
曰
、
用
事

靜
は
王
の
命
令
の
後
、「
鬯
・
旂
・
咯
・
采
郁
」
を
與
え
ら
れ
る
。
⑧
張
懋
鎔

は
西
周
前
期
の
周
王
に
よ
る
臣
下
へ
の
賞
賜
物
が
三
項
を
超
え
る
も
の
は
少
な

く
、
大
盂
鼎
（
集
成2837

・
西
周
早
期
）
と
宜
侯

簋
（
集
成4320

・
西
周
早
期
）

の
み
で
あ
り
、
そ
の
原
因
は
周
王
朝
が
南
征
を
重
視
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考

え
る
。

「
鬯
」は
黑
黍
も
し
く
は
黑
黍
を
用
い
て
作
っ
た
酒
の
こ
と
。「
旂
」は
旗
。「
咯
」

は
膝
掛
け
の
こ
と
で
あ
る
。『
説
文
解
字
』
に
「
咯
、

也
。
上
古
衣
蔽
前
而
巳
。

咯
以
象
之
、天
子
朱
咯
、諸
侯
赤
咯
、大
夫

衡
。
從
巾
、象
連
帶
之
形
。」【
咯
は
、

な
り
。
上
古
の
衣
は
前
を
蔽
ふ
の
み
。
咯
は
以
て
之
を
象
り
、
天
子
は
朱
咯
、

諸
侯
は
赤
咯
、大
夫
は

衡
。
巾
に
從
ひ
、帶
を
連
ぬ
る
の
形
に
象
る
。】
と
あ
る
。

次
の
「
采
郁
」
の
み
物
で
は
な
い
。
⑤
李
學
勤
は
中
方
鼎
（
二
）（
集
成2785

）

と
靜
方
鼎
は
い
ず
れ
も
采
地
の
賜
與
を
言
い
、
中
が
得
た
采
地
は
當
然
南
土
に
あ

り
、
そ
れ
故
に
そ
の
器
は
孝
感
（
隨
州
以
南
）
よ
り
出
土
し
た
と
考
え
る
。
曾
は

湖
北
隨
州
、
噩
（
鄂
）
は
湖
北
鄂
城
あ
る
い
は
河
南
南
陽
に
あ
り
、
靜
の
采
地
鰯

も
そ
こ
か
ら
の
距
離
は
遠
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
⑧
張
懋
鎔
は
「
鰯
」
は
ど
こ
に

在
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
上
下
文
よ
り
曾
（
今
の
湖
北
隨
州
）
あ
る
い
は

鄂
（
今
の
湖
北
鄂
城
）
一
帯
に
在
っ
た
と
推
測
す
る
。
⑩
王
長
豐
は
『
史
記
』・『
集

韻
』・『
風
俗
通
』
等
の
傳
世
文
獻
を
引
用
し
、
靜
に
賜
っ
た

郁
の
邑
は
商
周
時

期
の
郁
で
奉
母
（
今
の
河
南
省
漯
河
東
北
）
付
近
に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

郁
の
位
置
に
つ
い
て
、
靜
が
司
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
軍
隊
の
所
在
地
で
あ
る

曾
・
鄂
付
近
の
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
西
周
期
の

采
邑
の
賜
與
は
通
常
、
王
畿
内
の
土
地
を
與
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
呂
文
郁

『
周
代
的
采
邑
制
度
（
增
訂
版
）』
社
會
科
學
文
獻
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
「
第
一

章　

西
周
采
邑
概
説
」
參
照
）。
し
か
し
、
先
述
し
た
中
方
鼎
に
「
今
兄
（

）

茸
（

）
女
（
汝
）
硼
土
、
乍
（
作
）
乃
采
」【
今
、
汝
に
硼
土
を

り
あ
た

ふ
。

乃
の
采
と
作
せ
、
と
。】
と
あ
り
、
伊
藤
道
治
氏
は
中
の
出
身
地

は
河
南
の
南

部
か
湖
北
の
北
部
に
あ
っ
た
土
地
で
あ
り
、
南
國
の
情
勢
に
通
じ
て
い
た
こ
と
を

認
め
ら
れ
て
、
先
遣
隊
の
長
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
（
伊
藤
道
治

『
中
國
古
代
國
家
の
支
配
構
造
―
西
周
封
建
制
度
と
金
文
』
中
央
公
論
社
、

一
九
八
七
年
、
一
〇
八
頁
）。
ま
た
、
⑤
李
學
勤
の
い
う
よ
う
に
中
方
鼎
が
孝
感

か
ら
出
土
し
た
こ
と
も
併
せ
て
考
え
る
と
、
靜
が
賜
わ
れ
た
采
郁
も
王
畿
外
に

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
郁
は
具
體
的
な
位
置
は
不
明
で
あ
る
が
、
諸
家
が
い
う

よ
う
に
曾
・
鄂
付
近
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

靜
揚
天
子
休
、
用
乍
（
作
）
父
丁
寶
惇
彝

「
揚
天
子
休
」
と
い
う
事
例
は
小
臣
靜

（
新
收1960

・
西
周
中
期
）「
…
…

王
易
（
賜
）
貝
五
十
朋
、
揚
天
子
休
、
用
乍
（
作
）
父
□
寶
惇
彝
」【
…
…
王
、

貝
五
十
朋
を
賜
ふ
。
天
子
の
休
に
揚
へ
、
用
て
父
□
の
寶
惇
彝
を
作
る
。】
に
見

え
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
小
臣
靜

は
模
本
に
よ
っ
て
「
父
丁
」
の
「
丁
」
字
が

有
る
も
の
と
無
い
も
の
が
存
在
す
る
。
新
收
に
は
時
代
を
「
西
周
中
期
」
と
い
う
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が
、
器
影
は
收
録
さ
れ
て
お
ら
ず
尺
寸
も
不
明
と
な
っ
て
い
る
。
具
體
的
に
何
を

以
て
「
西
周
中
期
」
と
時
代
を
定
め
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
西
周
中
期
で
あ

れ
ば
本
器
と
は
時
代
が
異
な
る
。
本
器
と
の
關
連
で
時
代
を
決
め
た
と
す
る
と
、

上
述
し
た
よ
う
に
「
西
周
中
期
」
で
は
な
く
「
西
周
早
期
後
段
」
で
あ
る
。「
天

子
休
」
に
は
通
常
、
榮
簋
（
集
成4121

・
西
周
早
期
）「
對
揚
天
子
休
」
の
よ
う

に
「
對
揚
」
の
語
が
使
わ
れ
る
。
本
器
と
小
臣
靜

に
は
「
天
子
休
」
に
對
し
て

「
揚
」
字
を
使
用
す
る
と
い
う
類
似
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
同
一
人
物
の
可
能
性

は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

訓
讀唯

れ
十
月
甲
子
、
王
、
宗
周
に
在
り
。
師
中
と
靜
と
に
命
じ
て
南
國
相
を
省
し
、

居
を
設
け
し
む
。
八
月
初
吉
庚
申
、
至
り
、
成
周
に
告
ぐ
。
月
既
望
丁
丑
、
王
、

成
周
の
大
室
に
在
り
。
靜
に
命
じ
て
曰
は
く
、
汝
の
采
を
司
り
、
曾
・
鄂
に
在

る
の
師
を
司
れ
、
と
。
王
曰
は
く
、
靜
よ
、
汝
に
鬯
・
旂
・
咯
・
采
郁
を
賜
ふ
、

と
。
曰
は
く
、
用
て
事
へ
よ
、
と
。
靜
、
天
子
の
休
に
揚こ

た

へ
て
、
用
て
父
丁
の

寶
惇
彝
を
作
る
。

現
代
語
譯

十
月
甲
子
の
日
、
王
は
宗
周
に
在
っ
た
。
師
中
と
靜
と
に
命
じ
て
南
國
相
を
視

察
さ
せ
、
行
宮
を
設
營
さ
せ
た
。〔
翌
年
の
〕
八
月
初
吉
庚
申
の
日
に
、〔
靜
は
王

の
も
と
に
〕
至
り
、
成
周
に
〔
任
務
の
完
了
を
〕
告
げ
た
。〔
八
〕
月
既
望
丁
丑

の
日
に
、
王
は
成
周
の
大
室
に
在
っ
た
。
靜
に
命
じ
て
言
う
、
汝
の
采
を
司
り
、

曾
と
鄂
と
に
在
る
〔
王
の
〕
軍
隊
を
司
れ
、と
。
王
は
言
う
、靜
よ
、汝
に
鬯
・
旂
・

咯
・
采
郁
を
賜
う
、
と
。〔
王
は
ま
た
〕
言
う
、
こ
れ
を
も
っ
て
仕
え
よ
、
と
。

靜
は
天
子
の
恩
寵
に
感
謝
し
て
、
父
丁
の
寶
惇
彝
を
作
っ
た
。

參
考

【
昭
王
南
征
と
の
關
係
に
つ
い
て
】

本
器
の
時
代
は
昭
王
期
頃
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
參
考
の
た
め
、
昭
王
南

征
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
南
征
の
目
的
は
主
に
新
た
な
土
地
と

銅
資
源
の
確
保
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

昭
王
の
南
征
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た
も
の
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
も
の
に

『
竹
書
紀
年
』
が
あ
る
。

周
昭
王
十
六
年
、
伐
楚
荊
、
渉
漢
、
遇
大

。【
周
昭
王
十
六
年
、
楚
荊
を
伐
ち
、

漢
を
渉
り
、
大

に
遇
ふ
。】

周
昭
王
十
九
年
、
天
大

、
雉
兎
皆
震
、
喪
六
師
于
漢
。【
周
昭
王
十
九
年
、

天
大
い
に

く
も

り
、
雉
兎
皆
震
ひ
、
六
師
を
漢
に
喪
ふ
。】

昭
王
末
年
、
夜
有
五
色
光
貫
紫
微
。
其
年
、
王
南
巡
不
返
。【
昭
王
末
年
、
夜
、

五
色
の
光
、
紫
微
を
貫
く
有
り
。
其
の
年
、
王
、
南
巡
し
て
返
ら
ず
。】

そ
こ
に
は
昭
王
の
南
征
は
二
度
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
金
文

に
お
い
て
も
、

史
牆
盤
（
集
成10175
・
西
周
中
期
）
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…
…

（
弘
）
魯
卲
（
昭
）
王
廣

（
懲
）
楚
荊
、
隹
（
唯
）
珎
（
奐
）
南
行

…
…

【
…
…
弘
魯
な
る
昭
王
、
廣
く
楚
荊
を
懲う

ち
、
唯
れ
奐お
お

い
に
南
行
す
。
…
…
】

衛
應
姫
鼎
（
胡
應
姫
鼎
）（
銘
圖
續0221

・
西
周
中
期
前
段
・
穆
王
世
）

唯
鍋
（
昭
）
王
伐
楚

（
荊
）
…
…

【
唯
れ
昭
王
、
楚
荊
を
伐
つ
。
…
…
】

と
記
さ
れ
て
い
る
。史
牆
盤
銘
は
昭
王
の
事
績
を
回
顧
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

衛
應
姫
鼎
は
「
鍋
（
昭
）
王
」
が
楚
荊
を
討
伐
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、

同
時
代
資
料
で
あ
る
金
文
に
お
い
て
も
昭
王
南
征
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

他
に
も
京
師
畯
尊
（
京
穎
繹
尊
）（
銘
圖11784

・
西
周
早
期
・
昭
王
世
）
に
「
王

涉
漢
伐
楚
」（
王
、
漢
を
涉
り
て
楚
を
伐
つ
）
と
い
い
、
王
名
が
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
こ
の
器
も
昭
王
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

昭
王
南
征
の
經
路
に
つ
い
て
は
、李
裕
杓「
新
出
銅
器
銘
文
所
見
昭
王
南
征
」（
朱

鳳
瀚
主
編
『
新
出
金
文
與
西
周
歴
史
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）・
趙

燕
姣
・
呉
偉
華
「
金
文
所
見
昭
王
南
征
路
線
考
」（『
中
國
歴
史
地
理
論
叢
』
第

三
三
卷
第
二
輯
、
二
〇
一
八
年
四
月
）
等
を
參
照
。
こ
れ
ら
の
論
考
で
は
昭
王
南

征
と
關
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
金
文
か
ら
南
征
經
路
を
考
察
し
て
い
る
。

本
器
は
南
征
に
直
接
言
及
せ
ず
、
南
國
視
察
の
後
、
一
旦
成
周
に
戻
り
、
行
宮

の
設
營
の
完
了
を
王
に
告
げ
て
い
る
た
め
、
南
征
の
準
備
を
行
っ
た
段
階
の
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
準
備
は
十
月
に
王
命
を
受
け
て
八
月
に
成
周
に
戻
る

と
い
う
約
十
一
カ
月
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
閒
、
安
州
六
器
の
作
器
者
で

あ
る
中
や
電

の
作
器
者
で
あ
る
電
も
南
國
に
對
す
る
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
銘
文
は
西
周
王
朝
の
對
外
戰
爭
に
關
す
る
興
味
深
い
内
容
を
持
つ
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

昭
王
南
征
は
結
局
の
と
こ
ろ
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
高
島
敏

夫
氏
は
昭
王
期
と
穆
王
期
で
は
戰
役
關
係
の
内
容
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

す
な
わ
ち
、
昭
王
期
の
戰
役
關
係
の
金
文
資
料
は
「
征
」「
伐
」
等
の
よ
う
な
攻

撃
性
に
關
す
る
も
の
、
穆
王
期
の
金
文
は
全
て
國
境
防
備
の
「
戍
」
に
關
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
（
高
島
敏
夫
『
西
周
王
朝
論
《
話
體
版
》』
朋
友
書
店
、

二
〇
一
七
年
）。
南
征
の
失
敗
は
西
周
王
朝
に
と
っ
て
重
要
な
影
響
を
與
え
る
も

の
と
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

【
僞
銘
説
に
つ
い
て
】

本
文
中
で
⑦
李
仲
操
の
僞
銘
説
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
他
、
本
器
の
僞
銘
説
は

⑰
王
恩
田
で
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
正
式
な
發
掘
に
よ
っ
て
發
見
さ
れ
た
靑
銅
器

で
は
な
い
本
器
で
あ
る
が
、
①
出
光
美
術
館
・
②
徐
天
進
の
本
器
發
表
以
來
、
多

く
の
研
究
者
が
論
考
で
引
用
し
て
い
る
。
も
し
僞
銘
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
器

を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、こ
こ
で
王
恩
田
氏
の
説
を
確
認
し
て
み
る
。

王
氏
は
靜
方
鼎
の
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
點
を
十
一
點
擧
げ
て
い
る
。
そ

の
點
を
ま
と
め
て
み
る
。

一
、
徐
天
進
は
「
銘
文
の
文
字
の
高
低
は
同
じ
で
は
な
い
」・「
器
腹
の
外
壁
下
縁

に
ス
ペ
ー
サ
ー
痕
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」と
指
摘
す
る
が
、銘
文
部
分
に
ス
ペ
ー

サ
ー
が
あ
る
と
は
い
わ
な
い
。
こ
れ
は
鑄
銘
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
現
象
で
、
銘
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六
〇

は
疑
い
な
く
刻
款
で
あ
る
。
こ
の
他
、一
行
目
の
「
王
」
字
、二
行
目
の
「
師
」
字
、

三
行
目
の
「
胤
」、六
行
目
の
「
王
」、八
行
目
の
「
天
」
字
は
、い
ず
れ
も
「
空
洞
」

の
白
點
が
あ
り
、
鑄
銘
に
あ
る
べ
き
現
象
で
は
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
銅
方
鼎

鑄
造
が
精
巧
で
は
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、銘
文
を
彫
刻
し
て
「
砂
眼
」（
氣

泡
）
に
當
た
っ
た
時
に
出
現
す
る
必
然
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
器
は
刻

款
で
あ
り
、
鑄
款
で
は
な
い
證
明
と
な
る
。
直
接
的
・
閒
接
的
に
昭
王
の
楚
國
南

征
に
關
係
す
る
銅
器
は
少
な
く
と
も
20
餘
件
あ
る
が
、
一
件
も
刻
款
を
使
用
す
る

も
の
は
な
い
。
鑄
款
は
簡
單
で
刻
款
は
難
し
い
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
刻
款
を
使
用

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
同
一
器
主
靜
の
作
る
靜
簋
・
靜

は
、
字
體
が
方
正
で
、
い
い
加
減
で
は
な

い
。
靜
方
鼎
の
字
體
は
締
ま
り
が
な
く
、
筆
畫
の
太
さ
は
等
し
く
な
く
い
び
つ
に

歪
み
、
見
る
に
堪
え
な
い
。
か
つ
誤
字
が
あ
る
。

三
、
康
王
後
期
に
は
金
文
の
構
圖
は
す
で
に
整
然
と
な
り
始
め
て
お
り
、
基
本
的

に
毎
行
の
字
數
は
同
じ
で
あ
る
。
靜
方
鼎
の
構
圖
は
依
然
と
し
て
康
王
早
期
以
前

に
留
ま
っ
て
お
り
、
字
體
の
大
小
は
同
じ
で
は
な
く
、
毎
行
の
字
數
の
多
少
は
定

ま
ら
な
い
。

四
、
古
人
の
觀
念
で
は
甲
子
の
日
は
商
王
紂
の
死
亡
の
日
で
あ
り
、
忌
日
と
見
ら

れ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
靜
方
鼎
は
王
が
「
甲
子
」
の
日
に
師
中
と
靜
に
楚
國
を
征

伐
す
る
命
令
を
發
布
し
て
お
り
、
禮
制
の
規
定
に
違
背
す
る
。

五
、「
月
既
望
」
の
月
の
前
に
數
字
を
加
え
ず
、こ
の
「
既
望
」
が
結
局
何
月
の
「
既

望
」
で
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。

六
、
靜
方
鼎
は
「
安
州
六
器
」
の
器
主
「
中
」
に
「
師
」
の
肩
書
を
加
え
、
か
つ

器
主
「
靜
」
に
は
加
え
な
い
。
靜
簋
・
靜

を
唐
蘭
氏
は
穆
王
に
定
め
る
が
、
そ

れ
は
正
確
で
あ
る
。
穆
王
時
代
の
靜
を
昭
王
時
代
に
繰
り
上
げ
、
師
中
と
共
同
で

昭
王
伐
楚
の
役
に
參
加
し
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。

七
、
胤
は
藝
字
の
初
文
で
、
ま
た

に
作
る
。
僥
は
、
帷
と
讀
み
、
す
な
わ
ち
帳

篷
（
天
幕
）
で
あ
る
。
中

は
「
王
命
中
先
省
南
國
、
貫
行
、
胤
僥
」
と
い
い
、

中
方
鼎
は「
胤
王
僥
」と
い
う
。「
貫
行
」の
意
は
道
路
を
開
通
す
る
こ
と
で
あ
り
、

「
胤
王
僥
」
は
王
の
使
用
す
る
帳
篷
（
天
幕
）
を
設
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
靜
方

鼎
で
は
周
王
は
師
中
と
靜
と
に
命
令
し
て
「
省
胤
僥
」
さ
せ
て
お
り
、
す
な
わ
ち

設
立
さ
れ
た
帳
篷
（
天
幕
）
の
審
査
・
視
察
で
あ
る
。
こ
れ
は
中

の
意
味
と
一

致
し
な
い
。

八
、
中
作
父
乙
方
鼎
（
中
方
鼎
（
集
成2785

）
の
こ
と
）
は
「
今

卑
汝
䙐
土

作
乃
采
」
と
い
う
。
遣
・
遣
尊
は
「
賜
遣
采
」
と
い
う
。
采
は
、
采
邑
で
あ
る
。

靜
方
鼎
は
采
を
賞
賜
品
と
し
て
鬯
・
旂
・
咯
と
一
緖
に
し
て
お
り
、明
ら
か
に
「
采
」

は
何
物
で
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。

九
、
日
程
の
問
題
は
も
っ
と
も
多
く
、『
竹
書
紀
年
』
に
よ
る
と
昭
王
伐
楚
は

十
六
年
と
十
九
年
の
二
回
あ
っ
た
。
そ
の
ど
ち
ら
も
が
年
度
を
跨
ぐ
こ
と
を
い
わ
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な
い
。
靜
方
鼎
は
周
王
が
先
の
一
年
の
十
月
に
宗
周
に
あ
り
、
後
の
一
年
の
八
月

に
成
周
に
至
っ
て
お
り
、
そ
の
日
程
は
明
ら
か
に
作
り
話
で
あ
る
。

十
、
靜
方
鼎
は
「
十
月
甲
子
、
王
在
宗
周
、
令
師
中

靜
省
南
國
」
と
い
い
、
新

出
の
軌

（
近
出
二126

・
西
周
早
期
）「
十
又
一
月
、
王
命
南
宮
伐
虎
方
之
年
、

正
月
既
死
覇
庚
申
在
宗
周
」と
合
わ
な
い
。
靜
方
鼎
の「
八
月
初
吉
庚
申
至
杏（
告
）

于
成
周
」
は
、
不
幇
方
鼎
（
集
成2735

、2736

・
西
周
中
期
）
の
「
八
月
既
望

戊
辰
王
在
上
侯
僥
」
と
誨
鼎
（
兵
叔
鼎
、
集
成2615

・
西
周
早
期
）
の
「
八
月

在

僥
」
と
合
わ
な
い
。

十
一
、
商
周
方
鼎
の
形
制
の
變
化
の
法
則
は
鼎
腹
が
深
か
ら
淺
に
變
わ
り
、
鼎
足

は
低
か
ら
高
に
變
わ
る
。
靜
方
鼎
の
腹
深
は
足
の
高
さ
よ
り
大
き
く
、
形
制
は
婦

好
墓
の
小
方
鼎
と
同
じ
で
、
か
つ
太
い
足
で
あ
る
。
そ
の
年
代
は
當
然
商
代
晩
期

前
段
に
屬
す
。
銘
文
は
西
周
早
期
後
段
の
昭
王
時
期
で
あ
る
。

以
上
を
根
據
と
し
て
王
氏
は
本
器
を
僞
銘
で
あ
る
と
斷
じ
て
い
る
。

一
に
つ
い
て
、②
徐
天
進
は
器
を
實
見
し
、器
を
實
測
し
て
銘
文
の
拓
本
を
と
っ

て
い
る
。
ま
た
、
⑮
高
澤
浩
一
は
下
村
泰
三
「
靜
方
鼎
銘
」『
近
出
殷
周
金
文
選

讀
二
』
二
松
學
舍
大
學
大
學
院
中
國
學
研
究
科
浦
野
研
究
室
、
二
〇
〇
九
年
一
月

（
未
刊
）
が
拓
影
と
寫
眞
を
觀
察
し
て
、
呉
振
武
氏
が
出
光
美
術
館
で
實
見
し
て

作
成
し
た
釋
文
が
も
っ
と
も
妥
當
と
し
て
い
る
と
い
う
。
呉
振
武
氏
の
實
見
や
釋

文
に
つ
い
て
、
出
典
元
は
不
明
で
あ
る
が
、
徐
天
進
・
呉
振
武
兩
氏
は
器
を
實
際

に
觀
察
し
て
い
る
。
も
し
銘
文
等
に
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
實
見
し
た
そ
の
時
點

で
誰
か
が
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
り
、
疑
義
を
呈
し
た
り
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

二
に
つ
い
て
、
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
靜
簋
・
靜

と
本
器
の
時
代
は
異
な

る
と
思
わ
れ
る
。
誤
字
に
つ
い
て
は
、
四
行
目
の
「
月
」
字
の
一
つ
の
縱
が
二
つ

の
縱
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
、五
行
目
「
汝
」（
筆
者
注
：「
女
」）
が
「
妾
」
に
な
っ

て
い
る
、六
行
目
の
鄂

の
「

」
が
二
つ
の
輪
に
な
っ
て
い
る
こ
と
等
を
い
う
。

「
月
」
字
は
文
字
の
ど
の
部
分
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
。「
女
」

字
は
上
部
に
何
か
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、「
妾
」
字
の
上
部
で
あ
る
と
も
い

え
な
い
。「
穎
」
字
に
つ
い
て
は
、小
臣
單

（
集
成6512

・
西
周
早
期
）
の
「
穎
」

字
が
似
た
よ
う
な
書
法
で
あ
り
、
問
題
は
な
い
。

三
・
六
・
九
・
十
・
十
一
に
つ
い
て
は
、
本
器
の
器
制
や
銘
文
内
容
・
字
體
に

問
題
が
あ
る
こ
と
を
い
う
。
十
で
は
軌

や
不
幇
方
鼎
と
内
容
が
合
わ
な
い
と
い

う
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
二
器
と
何
が
合
わ
な
い
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
本
器
の

年
代
に
つ
い
て
は
本
文
で
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
他
器
と
の
關
連
か
ら
昭
王
期
頃

と
考
え
る
の
が
現
状
で
は
無
難
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
靑
銅
器
を
基
と
し
て
氏
が
復

元
し
た
暦
日
と
合
わ
な
い
か
ら
僞
物
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
⑦
李
仲
操
の
考
え
と

變
わ
ら
な
い
。

四
に
つ
い
て
、
甲
子
の
日
が
忌
日
で
あ
り
、
命
令
を
下
す
こ
と
は
禮
制
の
規
定

に
違
背
す
る
と
い
う
が
、
な
ぜ
武
王
が
商
を
滅
ぼ
し
た
日
が
周
に
と
っ
て
忌
日
で

あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
臣
傳
簋
（
集
成4206

・
西
周
早
期
）
や
六

年
琱
生
簋
（
六
年
召
伯
虎
簋
）（
集
成4293

・
西
周
晩
期
）
に
は
甲
子
の
日
の
記

載
が
見
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て
、
本
文
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
月
既
望
」
は
八
月
の
こ
と
で
あ



靜
方
鼎

六
二

る
と
思
わ
れ
る
。

七
に
つ
い
て
、
師
中
と
靜
が
「
省
胤
僥
」
し
た
の
は
、
設
立
さ
れ
た
帳
篷
（
天

幕
）
の
審
査
・
視
察
で
あ
り
、
中

と
一
致
し
な
い
と
い
う
が
、
視
察
し
た
の
で

は
南
國
で
あ
っ
て
「
僥
」
で
は
な
い
。

八
に
つ
い
て
、
賞
賜
品
と
し
て
鬯
・
旂
・
咯
な
ど
と
靜
に
與
え
ら
れ
る
「
采
」

は
何
物
で
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
。
王
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、
遣

・
遣

尊
銘
文
「
賜
遣
采
」
の
采
は
采
邑
で
あ
り
、賜
わ
れ
る
事
例
が
存
在
す
る
。
ま
た
、

「
采
」
の
事
例
で
は
な
く
本
器
か
ら
時
代
は
下
る
が
、
不
耜
簋
蓋
（
集
成4328

、

4329

・
西
周
晩
期
）
に
「
易
（
賜
）
女
（
汝
）
弓
一
・
矢
束
・
臣
五
家
・
田
十
田
」

【
汝
に
弓
一
・
矢
束
・
臣
五
家
・
田
十
田
を
賜
ふ
】
と
い
う
よ
う
に
弓
矢
な
ど
の

賜
與
物
と
共
に
「
田
十
田
」
と
い
っ
た
土
地
が
與
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
土
地

や
邑
を
物
品
と
共
に
與
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、王
恩
田
氏
の
僞
銘
説
は
ほ
と
ん
ど
言
い
掛
か
り
に
過
ぎ
な
い
。

よ
っ
て
、
新
た
な
捏
造
の
証
拠
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
、
本
器
を
利
用
す
る
こ
と

は
問
題
な
い
と
考
え
る
。

（
岡
山
大
學
大
學
院
社
會
文
化
科
學
研
究
科
客
員
研
究
員
）


